
 第3次 船橋市環境基本計画 
みんなでつくる 恵み豊かで持続可能な都市 ふなばし 

概要版 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基本計画とは 

船橋市の「環境」をより良いものとするため、

目標や取り組んでいく方針、市民や事業者に求

められる取組などをまとめたものです。 

施策体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年、重要性が増している地球温暖化への取組に加え、自然環境の保全・活用、循環型社会の構築、生活環境の保全

に引き続き取り組むとともに、各分野を俯瞰的にとらえた横断的な取組として、市民・事業者・行政等がパートナーシ

ップを強化し、さらなる連携・協働によって、環境保全に取り組んでいきます。 

 

【施策の柱】 

①地球温暖化対策の総合的な推進 

②省エネルギーの推進 

持続可能な地球を 

未来へつなぐ社会づくり 

【地球温暖化への取組】 
③創エネルギーの推進 

大切な自然を育み、 

自然とふれあうまちづくり 

【自然環境保全・活用への取組】 

⑧循環型社会の推進 資源を無駄なく 

循環させる社会づくり 

【循環型社会構築への取組】 ⑨廃棄物の適正処理の推進 

⑩良好な大気の保全 

⑪健全な水環境の保全 

健全で快適に 

暮らせるまちづくり 

【生活環境保全への取組】 
⑫快適な生活環境の保全 

【基本施策】 

 

④親しみやすい水辺の創出 

⑤まちの緑の育成 

 

⑥多様な生態系の保全 

⑦自然の恵みの持続的な活用 

より良い環境を 

みんなで育む体制づくり 

【分野横断的な取組】 

⑬船橋の環境を担う「ひと」づくり 

⑭船橋の環境を育む「つながり」づくり 

⑮協働を促進する「しくみ」づくり 

【貢献する主な SDGs】 
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重点的な取組と基本施策の関連
（P4～P7 に詳細を記載） 

環境基本計画の策定方針 

・船橋らしさが感じられ、環境・経済・社会の

統合的向上の視点を持った計画。 

・市民、事業者など様々な主体が関われる重点

的な取組を設定した計画。 

 

 

SDGｓは 2015 年(平成 27 年)に国連で採択されて

おり、17 の目標から構成され、下図のように「環境」

「社会」「経済」の３つの階層で表現できます。 

これら 17 の目標を統合的に解決しながら、持続可

能なよりよい未来を築くことを目標としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGs と環境・経済・社会との関係（ウェディングケーキモデル） 

（出典：一般社団法人渋谷区 SDGs協会 Ｗｅｂサイト） 

 

環境基本計画の計画期間 

令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間 

2 3 

SDGs（持続可能な開発目標） 

重点 

１ 

重点 

３ 

重点 

４ 

重点 

２ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船橋市は、今後もしばらく人口や世帯数の増加が見込まれることから、家庭からの

温室効果ガス排出量の削減が大きな課題となっています。そのため、だれもが実践で

きる低炭素なライフスタイルづくりに取り組み、市・市民・事業者一丸となって温室効

果ガスの削減に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船橋市の産業を支えている農水産物などの豊かな自然の恵みを、将来にわたって守

り育てていくため、農地や干潟の保全活動を通じて、船橋市の魅力である地場産の農

水産物や、それらを育む自然の豊かさに対する市民等の理解を深めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点的な取組とは 

環境・経済・社会の統合的向上を見据え、体系化した施策から分野横断的に一連のつながりを持った施策を抽出し、市民・事業者・行政等が一体となっ
て取り組める「船橋らしさ」を持った４つの重点的な取組。 

取組の目指す主な効果 

●温室効果ガス排出量の削減への貢献 ●エネルギー需要の安定化への寄与 

●交通渋滞の解消 ●運動機会の増加に伴う健康増進 

取組の目指す主な効果 

●生物多様性の保全に資する活動の普及  ●食品ロスの発生抑制に向けた行動の普及 

●輸送に係る燃料等の減少による CO2 削減 ●地産地消の拡大による地域産業の成長 

●食育の推進を通じて、郷土愛の醸成 

市民・事業者に求められる行動 

●エコドライブ、節電等のエコライフ・エコオフィス行動 ●公共交通機関・自転車の利用 

●植栽などの活用によるヒートアイランドの防止 ●エコ製品の優先的な購入 

●使い捨て製品の購入を控える等のごみの排出抑制 ●環境イベントへの参加による意識高揚 

市民・事業者に求められる行動 

●自然についてのさらなる理解 ●自然の保全活動等への積極的な参加と協力 

●地産地消 ●地元産の農林水産物の販売、食材としての利用（事業者） 

●消費期限の定期的な確認（市民）や持ち帰りの実施（事業者）等による食品ロスの削減 
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重点 

１ 

「みんなで目指す！COOL（クール）な船橋、ストップ温暖化！」 

プロジェクト 
重点 

２ 

「みんなで回す！自然の恵みサイクル、食から環境を良くしよう！」 

プロジェクト 

 

市 民 

市 民：家庭でのエコライフ行動を実践 

事業者：事業所でのエコオフィス行動を実践 

事業者 

○省エネルギー     ○エコドライブ 
○再生可能エネルギー  ○公共交通機関 
○ごみ分別・リサイクル ○自転車の利用 など 

情報提供・ 
フィード 
バック 取組状況の 

調査対応 

取組状況の 
報告 

市 

グリーン購入 

“ふなわりくん” 

「ふなエコ」の 
マスコットキャラクター 

 

農水産物 
（加工品含） 

市民  

生産者 

保全活動の実施 

保全活動の実施 

豊かな 

自然環境 

・学校等による食育の推進 
・食品ロス発生抑制の啓発 
・保全活動の促進 
 食に関する自然の恵み 

（生態系サービスの提供） 

食べ残し 
食品残渣 

市 
・保全活動の促進 
・担い手の育成・支援 

し尿処理場 

下水処理場 発電施設 利活用を検討 

バイオガスの生成、発電 

事業者 

市内飲食店・朝市・

スーパーなど 

地元食材の提供 

地元食材の消費 

食品ロスの抑制 
学校給食 

食品ロスの抑制 

https://ondanka.webnode.jp/products/%e3%80%8c%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%83%9e%e3%82%b8%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%83%9f%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%83%9e%e3%82%b8%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%80%8d%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac/


   

 

 

 

 

船橋市は、北部に多種多様な動植物が生息する緑豊かな樹林地や農地が広がり、印

旛沼の源流域となっています。また、南部は東京湾岸において貴重な干潟を残す三番

瀬に面しており、流域の水循環系の健全さの維持を通じて、将来にわたって豊かな自

然を育むことが求められています。 

防災・減災対策、レクリエーション、環境学習など、自然が持つ多面的な機能を維

持するため、市民・市民団体・事業者・市の連携・協働のもと、台地における樹林地

や農地、斜面緑地の保全に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで船橋市では、多くの環境団体が独自に活動を進めてきましたが、今後も市

民・市民団体・事業者の参加による環境保全活動を継続していくため、環境学習・環

境教育を通じて次世代の人材育成に努め、世代交代（担い手の好循環）及び協働の環

づくりを進めていく必要があります。 

小学生・中学生・高校生、大学生、社会人・事業者等、様々な立場・世代へ環境保

全活動の取組の環を広げていくため、環境保全活動に関する情報提供や講演会の開催、

イベント開催等に関する支援、ふなばし三番瀬環境学習館等における人材育成の機会

を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
取組の目指す主な効果 

●水環境や生物多様性の保全 

●市民の憩いの場、自然とのふれあいの場、環境学習の場の提供 

●自然の多面的機能を利用したグリーンインフラの導入などによる防災・減災への活用 

●エコツーリズムによる交流人口の拡大 

取組の目指す主な効果 

●環境団体による活発で持続可能な環境保全活動の推進 

●事業者の積極的な環境保全活動に伴う、他主体への働きかけの増加による協働の推進 

●市民の価値観やライフスタイルの多様化に伴う様々なニーズへの対応 

市民・事業者に求められる行動 

●水辺や緑がもつ様々な価値や機能についての学習 ●水辺の清掃活動等への参加 

●雨水浸透桝の設置等による雨水浸透の促進 ●水環境への影響を考えた排水 

●プラスチック製品の使用を控える等のプラスチック廃棄物の排出抑制 

市民・事業者に求められる行動 

●（仮称）ふなばしエコカレッジの受講を通じた環境保全に取り組む仲間づくり 

●環境情報の積極的な収集 ●社員への環境研修の実施（事業者） 

●環境に関する社内の取組の積極的な発信（事業者） 

●環境フェア等のイベントやセミナーへの参加と参加者同士での積極的な交流 

●地域における美化活動等に地域コミュニティや市民団体の環境保全活動への参加・協力 
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重点 

３ 

重点 

４ 

「みんなでつなぐ！台地から海への水ネットワーク、育もう豊かな 

暮らし」プロジェクト 

「みんなでつくる！環境を守り育てるひとづくり・協働の環（わ）」 

プロジェクト 

河口・海岸 
事業者 市民団体 市 

市 

市民 

流域の健全な 
水循環系(生態系) 

 
台 地 

［主な取組と主体］ 

○樹林地・農地の保全 
○斜面緑地の保全 

［活用分野］ 

★防災・減災対策 
・グリーンインフラ 
（地下水涵養） 

・洪水流出の抑制 

★エコツーリズム 
・地域資源の活用 
（緑や干潟など） 

★環境学習 
・自然体験学習 
・レクリーション 

○多自然川づくりの推進 

○水辺の清掃・草刈等の実施 

 

○農地の保全 

○生活排水対策    ・事業所排水対策 

○雨水浸透施設の整備 

○雨水浸透桝設置等整備の推進 

○廃プラスチックの発生抑制、飛散防止 

 

中・下流域 

市 市民団体 事業者 

市 

市 

市 

市民団体 

市民団体 

市民 

市民 

事業者 市民 

市 

事業者 市民 

市 事業者 市民 

○ふなばし三番瀬 
クリーンアップ 

○水産資源の生育場所の保全 

市 市民団体 事業者 

事業者 

 

市民団体 

市 民 事業者 

市 

協働 

保全活動 
エコオフィス 
活動 
ＣＳＲ活動 

保全活動 
エコライフ活動 

保全活動 
エコライフ活動 

情報提供・講習会開催、 
イベント開催等の支援、 
環境学習の場所・機会の提供 
環境教育の推進 

 

(仮称)ふなばし 
エコカレッジ 

の受講 

担い手づくり 
の好循環 

卒業 

市との 
協働運営 

活動承継 

環境団体への 

体験入団 

地域参画 

（活動の実践） 



  

 

本計画の実効性を高めるため、国・県や近隣自治体、市民、事業者、環境団体、大学

等研究機関などの様々な主体と連携して取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の進行管理は環境マネジメントシステムの PDCA サイクルによって行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の進め方 
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国・県  

船 橋 市 

(庁内関係各課の連携による施策推進) 

連携 

船橋市環境審議会 
 

近隣自治体 
報告 

計画の点検・評価 

市 民 

 

事業者 

環境団体 大学等研究機関 

施策・重点的な取組の総合的な推進 

連携・協働 

 助言 

関係機関等 

連携 

連携 

第３次船橋市環境基本計画 概要版  令和3 年 3 月 

発行：船橋市 環境部 環境政策課 〒273-8501 千葉県船橋市湊町二丁目10 番25 号 

TEL：047-436-2450  FAX：047-436-2487 

継続的な 
施策等の改善 

Plan（計画） 
・目標、施策等の設定 

・市民、事業者の取組内容の設定 

Do（実行） 
・市の施策の実行 

・市民、事業者等の取組の推進 

報告 助言 
アンケート 

の実施 
回答 

環境審議会 市民・事業者 

Action（見直し） 
・施策、取組等の見直し 

Check（点検・評価） 
・状態指標、施策実施状況、 

市民、事業者等の取組の調査、把握 

・環境審議会による評価・助言 

・年次報告書の作成、公表 

目標とする指標の達成度を把握するため、

市民・事業者等へのアンケート調査を行い

ますので、ご協力をお願いします。 




